
平成２５年度平成２４年度平成２３年度

・地域住民との交流事業

地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための外出への同行支援・入居支援等、地域
相談支援として個別給付化

地域移行・地域定着
支援事業（補助金）

障害者総合支援法に基づく法定給付

地域定着支援に係る事業

地域移行に係る事業

「精神障害者地域移行・地域定着支援事業（補助金）」について

予算額 ６．７億円（▲１０億円） 予算額 ３．２億円（▲３．５億円） 予算額 １．２億円（▲２億円）

１ 協議会の設置

２ ピアサポートの
活用

３ 精神科地域共生
型拠点病院の公表

４ 地域住民との交流
事業

５ 高齢入院患者地域
支援事業

地域移行・地域定着
支援事業（補助金）

１ 協議会の設置

２ 地域体制整備ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾀｰの配置

３ ピアサポートの活用

４ 精神科地域共生型
拠点病院の公表

５ 地域住民との交流
事業

６ 高齢入院患者地域
支援事業

・地域移行推進員の配置
・個別支援会議

・協議会の設置
・地域体制整備ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾀｰの配置
・ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄの活用
・精神科地域共生型
拠点病院の公表

厚
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働
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（対前年度）地域移行・地域定着支援事業
（補助金）

平成２６年度
予算(案) ０．８億円（▲０．４億円）

地域移行・地域定着
支援事業（補助金）

・ 協議会の設置

・ ピアサポートの
活用

・ 精神科地域共生
型拠点病院の
公表

・ 高齢入院患者
地域支援事業

【＋効果の検証】

一
般
制
度
化
を
目
指
す

・ 協議会の設置

・ ピアサポートの
活用

・ 精神科地域
共生型拠点
病院の公表

地
域
生
活
支
援
事
業
に
移
行

◆高齢入院患者地域支援事業（平成24年度～）

◆高齢入院患者地域支援事業（平成２４年度～）
・ 精神障害者地域移行・地域定着支援事業のメニューとして、長期高齢の入院患者に対して、院内の
専門職種と地域の関係者がチームとなり、退院に向けた包括的な支援プログラムを実施し、地域移行
を目指すための事業を新設

【現状】
・ ６５歳以上の入院患者が４５．４％、うち５年以上の入院患者は３９．７％（平成１９年精神・障害保健課調べ）
※５年以上かつ６５歳以上の入院患者の多くは、統合失調症患者。
・ 高齢精神障害者に特化した退院支援に向けた専属の職員や専門部署が設置されている病院は少
なく、病院独自の取組に委ねられてきた。
・ 高齢精神障害者の場合、入院期間の長期化等や高齢化による生活機能や意欲の低下から、退院
に向けた支援に時間や人手を要する場合が多い。

（精神科病院）

想定されるチーム構成

病院内の多職種
介護支援専門員

相談支援専門員

退院支援員

院内のチームが、退院に向けた意
欲の喚起、環境調整等を実施

地域移行支援を
活用するなどし
て、退院へ

自宅等
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増悪
地域生活への移行

障害福祉サービ
ス事業所

社会福祉協議会

保健・医療
機関

相談支援事業所

《宿泊型自立訓練》

地域生活の準備や
福祉サービスの見
学・体験のための外
出への同行支援や住
まい探しなどを支
援。

地域生活に移行し
た者や地域生活が不
安定な者などを対象
に夜間等も含む緊急
時の連絡・相談等の
サポートを行う。相談支援事業所や保健所な

ど障害者の地域移行に関連す
る機関、関係者等で構成され
る専門部会（地域移行支援部
会等）を設置し、地域の課題
を踏まえた支援体制の整備等
を協議

不動産関係業者

ハローワーク市町村保健福祉
担当部局

《自宅等》《入所施設、精神科病院》

《保健所》

連携連携

連携連携連携連携

〈障害者〉

〈精神

（障害者〉

・地域の支援体制に関する
提言

・必要に応じ、関係機関
との調整

障害者の地域移行・地域生活を支える体制整備の着実な推進

1人暮らしに近い形
態のサテライト型住
居の創設を検討
(H26～)

《サテライト》

《グループホーム》

協 議 会
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レスパイト等

・入所者、入院患者が相談支援事
業所にアクセスしやすくなるよ
うな取組（障害者向けパンフ
レットの作成等）

基幹相談支援
センター

《一般病院》

地域定着支援

障害者の抱える課
題や適切なサービス
利用に向けて、ケア
マネジメントにより
きめ細かく支援。

地域移行支援計画相談支援

・24時間精神医療
相談窓口

・休日・夜間救急 ・かかりつけ医

他職種チームによる訪問支援

アウトリー
チチームに
よる支援

訪問・外来
デイケア

精神科救急
医療体制

空床利用型の
短期入所を認
めるなど規制
緩和（H23）

《精神科診療所》

（参考） 地域生活への移行に向けた支援の流れ（イメージ）

（地域移行支援）
・地域移行支援サービス費 2,300単位/月

・退院・退所月加算 2,700単位/月
（退院・退所月に加算）

・集中支援加算 500単位/月
（月6日以上面接・同行による支援
を行った場合に加算）

・障害福祉サービス事業の 300単位/日
体験利用加算

・体験宿泊加算（Ⅰ） 300単位/日

・体験宿泊加算（Ⅱ） 700単位/日

・特別地域加算 ＋15/100

（地域定着支援）
・地域定着支援サービス費

〔体制確保分〕 300単位/月
〔緊急時支援分〕 700単位/日

・特別地域加算 ＋15/100

報 酬 単 価報 酬 単 価

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の概要

地域移行支援・・・障害者支援施設、精神科病院に入所又は入院している障害者を対象に住居の確保その他の地域生活へ移
行するための支援を行う。

地域定着支援・・・居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を
行う。

地域移行支援 地域定着支援

事業所数 ２６５事業所 ３２０事業所

利用者数 ５１１人 １，５６７人

国保連平成25年10月実績
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